
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さあ、新年度がスタートします！ 
新年度１学期が始まりました。春休みを終えて、子どもたちが登校し始め、学校も新しい体制でスター

トしました。子どもたちの声が響く、笑顔が輝くことは私たち教師の喜びです。みんなで力を合わせて 

子どもたちが安全に、いきいきと学べる学校にしていきましょう。そのためには、私たち自身が健康でい

きいきと働ける環境が必要です。 

障教組は「子どもと教職員の人権を大切にする学校をつくろう」を基本方針に、

働く者の生活を守り、子どもがのびのびと育つための環境整備を求めて、県への要請や交渉などの活動を

しています。みなさんの職場にも分会があります。「おかしなこと」「しんどいこと」「困っていること」

「不安なこと」があれば、一人で抱えず、気軽にご相談ください。支えあう仲間として解決に向けて尽力

します。あなたの小さな声を大事によりよい職場づくりに生かしていきます。 

 また、障教組では、子どもの笑顔のためにもっと学びを深めようと、様々な学習会にも力を入れていま

す。近年のコロナ禍ではなかなか集まっての学習会は難しいですが、オンラインも活用して、学びの場を

保障しています。 

 この「おはよ」は３０年以上続く障教組の通信です。子どもたちが毎朝、「おはよ」と言って登校でき

る学校にしたいという願いを込めて名づけました。労働者としての権利や労働条件に関すること、今、課

題になっていることなど、知って得する情報やタイムリーな話題をお届けします。毎月、あなたの手元に

おいて、読んでいただけるとうれしいです。 

 

スタートの春 あなたもぜひ障教組の仲間に！ 
   組合は働く者の権利です 職場の組合員に声をかけてください ＨＰからも加入できます。 

 

2022 年度 障教組四役 

 委員長：中西園枝（いなみ野） 副委員長：吉池次男 

 書記長：中村美香（芦屋） 

書記次長：下村卓治（県視覚） 木嶋慶子（東はりま）  

松山真由美（むこがわ）  多田美加（播磨）   

長谷川琴美（豊岡聴覚） 

このほか、各分会から執行委員が選出されています。 

おはよ 
兵庫県障害児学校教職員組合（障教組） 

神戸市中央区北長挟通５丁目２－１０ 

兵庫県高等学校教職員組合会館内 

TEL（078）341－6745 

全職員版NO.１ 2022.4.７ 障教組ブログ展開中！ 

兵庫障教組のブログ  

 障教組の取り組みをアップしていきたいと思っています。軌道に乗るまではなかなかアップ

ができないかもしれませんが、その時はご了承くださいね。障教組を身近に感じてもらえるよ

うなブログ作りを頑張りたいと思いますので、ぜひ覗いてみてください。 

 

高教組のホームページ 「兵庫県高等学校教職員組合」で検索 

 障教組のページを設けています。これまでの「おはよ」も見ることができます。ツイッター

も載せていますので、ぜひこちらも覗いてみてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合って何？ 
どこの職場に労働者を守る労働組合は不可欠です。 

障教組は全教に加盟している労働組合です。 

県内の高等学校と県立特別支援学校の教職員は誰でも加入できます。 

教諭だけでなく、臨時講師、実習助手、介助員、寄宿舎指導員、調理員、校務員などなど 

多職種の組合員がいます。地区ごとの支部、障教組や専門部に所属しています。 

★障教組の４つの砦 安心サポート★ 

 １ 教職員の生活と権利を守ります 

 ２ 子どもたちの学びの環境を守ります 

 ３ 教職員の助け合いと学びを支えます 

 ４ 民主主義と平和を守り育てます 

 

組合は県との労使交渉の組織です。直接県と交渉できます。もし、職場の組合がなかったら、

当事者の声を県に届けることができなくなります。声は大きいほど届きます。みんなの声を集

めて、よい職場、よい教育をみんなで目指す活動を進めましょう。傍観者でなく、ぜひ、参加し

ましょう。 

★組合がこれまでに実現してきた要求★ 

 

 

 

 

 

★分会活動★ 

各学校には分会があり、次のような活動をしています。 

①分会会議を定期的に開いて情報や課題を共有しています。 

②職場を代表して校長交渉を行い、学校の課題解決に取り組んでいます。管理職と協同関係

を作って、県への要求をあげることができます。これにより、重点的な人事異動、施設設備

の改修・充実、加配教員の獲得などが実現しています。 

③職場の声や要望を把握するため、職場要求アンケートを実施しています。 

これを基に県との交渉を行っていきます。 

④分会からは支部や障教組の執行委員や専門部の係を出して他の分会や本部とつながってい

ます。 

それぞれの分会でいろいろな活動をしていますので、所属の学校の組合員に聞いてください。 

★組合費★ 

 組合の加入で気になるのが、組合費の負担かもしれません。 

この組合費はみんなのための活動費に使われます。組合活動の砦 

である会館の維持費、組合活動専従でみんなのために働いている 

人の人件費、県との交渉に参加する役員の活動旅費などが必要です。 

みんなのための活動だからみんなで分担しています。 

また、各分会にも活動費として還元しています。 

子育て支援休暇 

中学生まで延長 

妊娠負担軽減 

補助教員制度 

臨時教職員の 

「空白の１日」解消 

 

コロナ禍でも 
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